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委員長 事務局長 

分類 保存期間 文書番号   

１種 永年 259 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 記 録 

日 

時 
令和 ７年１２月１２日（金） 

開会 

閉会 

午前 ９時５８分 

午後 ０時２５分 

会 

場 

須崎市総合保健 

福祉センター 

２階 会議室１ 

出 

席 

者 

 委 員 長 大﨑 宏明    副委員長 海地 雅弘 

 委  員 杉山 愛子    委  員 松田  健 

 委  員 佐々木 學    委  員 山本 啓介 

 委  員 土居 信一 

市 

側 

出 

席 

者 

 副 市 長（ 梅原健一郎 ）  会計管理者兼会計課長（ 濱﨑 守央 ） 

 総 務 課 長（ 松浦 すが ）  企画情報課長（ 堅田 典寿 ） 

 プロジェクト推進室次長（ 有澤 聡明 ）  元気創造課長（ 小川 智義 ） 

 文化スポーツ・観光課長（ 廣見 太志 ）  人権交流センター所長（ 松浦 永治 ） 

 防 災 課 長（ 楠瀬  晃 ）  税 務 課 長（ 青木 裕子 ） 

 教 育 長（ 竹内  新 ）  教 育 次 長（ 西村 浩司 ） 

 学校教育課長（ 森光 和明 ）  生涯学習課長（ 福本 博一 ） 

 子ども・子育て支援課長（ 市川ゆかり ） 

 

【事務局】局長：久万 敏幸 次長 松本 佐和 

欠 

席 

者 

 なし 

記 

録 

者 

松本 佐和 

議    題 

（１）市議案について 

 市議案第１０６号 須崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す 

          る基準を定める条例の制定について   原案可決 

 市議案第１０７号 須崎市学校給食費条例の制定について 

                             原案可決 

 市議案第１０８号 須崎市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正 

          する条例について           原案可決 

 市議案第１０９号 須崎市行政手続における特定の個人を識別するた 

          めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号 

          の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一 

          部を改正する条例について       原案可決 
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 市議案第１１０号 須崎市税条例の一部を改正する条例について 

                             原案可決 

 市議案第１１３号 令和７年度須崎市一般会計補正予算（第７号）に 

          ついて《分 割》           原案可決 

 市議案第１１４号 令和７年度須崎市巡航船事業特別会計補正予算 

          （第２号）について          原案可決 

 市議案第１１９号 高幡広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の 

          変更及び高幡広域市町村圏事務組合規約の変更に 

          ついて                原案可決 

 市議案第１２０号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産 

          処分について             原案可決 

 市議案第１２２号 工事請負契約の変更について 

                             原案可決 

 市議案第１２３号 工事請負契約の変更について 

                             原案可決 

 市議案第１２４号 工事請負契約の変更について 

                             原案可決 

 市議案第１２７号 令和７年度須崎市一般会計補正予算（第８号）に 

          ついて                原案可決 

（２）請願・陳情について 

 陳 情第 ２２号 須崎市議会のＹｏｕＴｕｂｅ配信について 

                             不 採 択 

（３）その他 
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総務文教常任委員会記録《令和 ７年１２月１２日》 

 

○午前 ９時５８分 開議 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○大﨑委員長＝それでは、皆さん、おはようございます。 

 ただいまより総務文教委員会を開議いたします。 

 なお、議事に入る前に議事の進行に当たりましては、挙手により、委員長の許可

を得てから発言を行うようにお願いいたします。 

 なお、円滑な進行のため、議事に関係ない質問は控えるようにお願いします。反

対の意見があるときは、必ず反対の意思表明と理由を述べるようにお願いいたしま

す。 

 これより議事に入ります。 

 今議会、総務文教委員会に付託されました議案の審査を行います。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１０６号 須崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の制定について 

 

○大﨑委員長＝まず、市議案第１０６号須崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝おはようございます。市議案第１０６号須崎市乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてにつきま

して御説明いたします。 

 議案書の１ページから１０ページでございます。令和８年４月から、就労要件を

問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位などで柔軟に利用できる乳

児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度と言われますが、この事業が本

格実施されることとなります。この事業に関する設備及び運営に関する基準を実施

主体である各市町村において、条例で定めることとされていることから、須崎市に

おいても、内閣府令に定める基準に従い、本議案の条例を制定するものでございま

す。 

 議案書２ページを御覧ください。第１章の総則では、第１条で趣旨を、第２条で

定義を、第３条でこの条例に定める基準、次の項及び次の条で最低基準を表します

が、その基準の目的を規定し、第４条では最低基準と乳児等通園支援事業者につい
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て規定をいたします。 

 続きまして３ページ、第２章の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

では、第１節を通則といたしまして、第５条で乳児等通園支援事業者の一般原則を

規定し、第６条では乳児等通園支援事業者は、非常災害に必要な設備の設置、避難

や訓練を行うこと、４ページに移りまして、第７条では安全計画の策定等について

規定をいたします。第８条ではこの事業を利用する乳幼児の移動のための自動車を

運行する場合の所在の確認について規定をし、第９条では職員の一般的条件につい

て、第１０条では職員の知識及び技能の向上等について、第１１条では他の社会福

祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準について規定をいたします。 

 続きまして５ページ、第１２条では利用乳幼児を平等に取り扱う原則について、

第１３条では虐待等の防止について、第１４条では衛生管理等について、第１５条

では食事の提供を行う場合に備える設備について規定をいたします。第１６条では

乳児等通園支援事業所内部の規程を、ページ変わりまして６ページ、第１７条では

乳児等通園支援事業所に備える帳簿について規定し、第１８条では秘密保持等につ

いて、第１９条では苦情への対応について規定をいたします。 

 第２節では、乳児等通園支援事業の区分について記しています。事業の実施につ

いては、保育所等の空き定員の枠を活用して受入れを行う余裕活用型と定員を別に

設けて在園児と合同または専用室を設けて受入れを行う一般型とあり、第２０条で

はその実施区分を規定しています。 

 第３節では、第２０条で規定をした一般型乳児等通園支援事業について、第２１

条ではその設備の基準を８ページまで規定し、ページ変わりまして９ページ、第２

２条では職員の基準、第２３条では乳児等通園支援の内容、第２４条では保護者と

の連絡について規定をいたします。 

 次に、第４節では、第２０条で規定をした余裕活用型乳児等通園支援事業につき

まして、その設備及び職員の基準について第２５条で規定し、ページ変わりまして

１０ページ、第２６条では、第２３条及び第２４条の規定は余裕活用型乳児等通園

支援事業について準用する旨の規定をいたします。 

 第３章の雑則では、第２７条では電磁的記録について、第２８条では委任につい

て規定いたします。 

 なお、この条例は公布の日から施行することといたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝おはようございます。 

 この制度が、条例が制定されるということで、市内で利用の想定をしたいんです
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けれども、対象が６か月から３歳未満ということで、この須崎市内の対象年齢の子

どものうち未就園児の数はどのくらいいるかということをまずお聞きします。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝９月末でちょっと数字を確認しておりましたので、

それからもう一度計算をしました。未就園児につきましては３８名となっておりま

す。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝この制度実施に関しては、余裕活用型でやるという理解で、実際の想定

されるやり方を教えていただけますでしょうか。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝須崎市におきましては、余裕活用型の事業を取って

いきたいと思っております。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝具体的にはどの園でとか、全部の保育園でやるのかとか。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝今、１園でできないかというふうに協議をしており

ます。須崎保育園でできないかということで、今、ちょっと協議を始めております。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝須崎保育園でということで、対象年齢からしても０歳、１歳、２歳児ク

ラスということになりますけれども、そのクラスの空いている定員の範囲内で利用

ができるということになると思いますけれども、今、どのくらい空きというのがあ

るんでしょうか。各クラスごとに分かれば教えてください。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝今、利用定員としては０歳、１歳、２歳で４４名で

内訳を作っております。現在の子どもの数ですが、０歳、１歳、２歳合わせまして

今現在、４２名になっております。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝いろいろと詳しく聞きたいのは、実際、想定される保育の現場がどうい

うふうになるかなというのを聞きたくて、詳しく聞かせてもらってるんですけど、

確認したいんですが、０、１、２歳クラスは、須崎保育園は同じ部屋ですか。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝今、クラスは分かれております。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝それぞれ分かれているっていうことで、そしたら、４４名の定員のうち

４２名、今、児童がいるっていうことで、園児がいるっていうことで、２名空きが

あるということになるかと思いますけれども、それが０歳なのか、１歳なのか、２
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歳なのかというところもお聞きしたいところで、それは年度によっては変わっては

いくと思うので、例えば０歳児のクラスに１名空きがありますとかっていうときに、

保育士さんの配置基準って、０歳だったら保育士１人に３名ということになるかと

思いますけれども、どういう想定したらいいのかな。０、１、２歳クラスというの

は非常に低年齢で事故の心配もされる年齢であって、こども誰でも通園制度の制度

上、ふだんの生活を知らない子どもさんをお預かりするっていうことで、保育所で

の事故が預け初めが多いっていうことも言われてまして、人見知りの時期でもある

ということとか、須崎保育園は浸水の予想される地域でもあるので、災害時にはも

う避難も、すごくスピードを持った避難も必要であるっていうことで、本当に子ど

もさんの安全をこの制度で守れるのかっていうところを一番不安に思っているとこ

ろです。 

 国会なんかでも、そういった懸念が随分指摘をされていましたけれども、まだま

だ、聞きたいこといっぱいあるんですが、一時預かりの事業なんかではすごく事前

の面談というのを丁寧に行って、お預かりをしてると思うんですけれども、事前面

談なんかはどの程度行った上で預かるようになるのか、お聞きします。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝このこども誰でも通園制度ですが、利用の方法につ

きましては、まず、利用者による申請をいただきます。その後、市町村による認定

をしまして、その後、事業所と事前面談をするようになります。そこで、面談をし

ていただきまして、その後、施設の利用というふうになります。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝そしたら、面談ないまま、よく全国的には何かアプリで空きがあれば、

県外の人でも利用ができるみたいなことも、それは大丈夫かみたいな指摘もあって

ますけど、そういうことはないっていうことは分かったかなと今思うんですけれど

も、人見知りも多い時期で、急に預けたときに、すごく人見知りで泣いたりとかっ

ていう場合に、保育士さんがこども誰でも通園制度でお預かりするお子さんをやっ

ぱり気にかけるっていうようなことが想像できますけれども、そういう場合に今の

保育士の配置っていうのは、日本の配置基準っていうのは世界的に見ても非常に低

い基準になっている中で、さらにこども誰でも通園制度で来られたお子さんへのち

ょっと比重というかが大きくなるかなと思うんですが、そんな中で保育士さんたち、

対応されるということになるので、加配なんかは考えておられるのか、お聞きしま

す。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝この制度に関しての加配っていうのは考えておりま

せん。来年度でちょっと説明させていただきましたら、先ほど言いました利用定員

の内訳、０歳から２歳までは４４名の利用定員になりますが、その中で、今、来年
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度末までに申込みがあっているのが３１名となっておりますので、保育士を配置し

た中で、この３１名を含めて対応ができると考えております。 

○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時１７分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝ちょっと細かい質問となって、条例制定の審査と少しずれる部分があっ

たということで御指摘ありがとうございました。 

 確認を１つさせていただく質問をしたいと思いますが、このこども誰でも通園制

度の条例制定に当たって、いろいろなところから心配の声が出ているのは事実だと

思うんですけども、それはどういう心配かというと、本当に子どもの安全を守れる

のかという部分だと思います。そういう意味では、こういった制度、条例制定に向

けて、子どもの安全を守るということに対して、どんな施策が取れるか、市として

はという観点やったら構いませんか、聞いても。 

○大﨑委員長＝どなた。 

○杉山委員＝子ども・子育て支援課長に。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝この条例の中に、第７条ですが、利用乳幼児の安全

の確保を図るために、安全計画を策定ということで規定をしております。 

 また、第８条においては、自動車を使って移動する場合も利用乳幼児の所在を確

認をするようにというふうに規定をしております。このような形で、利用される乳

幼児の方については、安全を確保するように努めていきたいと思います。 

○大﨑委員長＝ほかの委員の皆さん、御意見ありませんか。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝そしたら、ほかにないようですので、暫時の間、休憩します。 

 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時２１分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 御意見ありませんか。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝私たち日本共産党としましては、この制度、非常に心配をしてます。今
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の須崎市の保育状況、非常に保育士不足もございまして、今年も募集しても応募が

なかったというようなことで、特に低年齢の希望者、申請に対して、保育の保留と

いうようなことも出ている、そういうような中ですので、新たな取り組みを開始す

るという、これは国の方向性ですので、その国の方向性自体に対するものでもある

んですけれども、このこども誰でも通園制度の趣旨というのはすごく非常に意義は

重要だとは思っているんですけれども、ちょっと子どもの育ちのためといってはい

るけれども、子どもにも負担が大きいのではないか、また、優先すべきは保育士さ

んの処遇改善だったり、配置基準の抜本的見直しで、このこども誰でも通園制度が

安全に実施できるような土台をつくるっていうことのほうが優先されるという思い

があります。国の方向性自体に反対をするものですので、条例制定にも反対いたし

ます。 

○大﨑委員長＝分かりました。 

 御異議がありましたので、この議案を挙手による採決といたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○大﨑委員長＝挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１０７号 須崎市学校給食費条例の制定について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１０７号須崎市学校給食費条例の制定について

を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝おはようございます。市議案第１０７号須崎市学校給食費条例

の制定についてにつきまして御説明いたします。 

 議案書１１ページ、１２ページでございます。本議案は、令和８年度から学校給

食センターの運用を開始することに伴い、現在、各学校が実施している学校給食に

係る学校給食費等の徴収等を直接市が行うことで、各学校への負担軽減、事務の効

率化、標準化を図り、公会計化を進めるに当たり、必要な事項を定めるために本条

例を制定しようとするものでございます。 

 第１条で趣旨を、第２条ではこの条例における用語の意義を、第３条では学校給

食を実施する学校についてを規定しております。第４条では学校給食費又は教職員

等給食費の徴収等に関することとして、徴収対象者を保護者及び教職員等と定め、
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また、学校給食費等の額や納付の日については、規則で定めることを規定しており

ます。第５条では学校給食費等の減額又は免除について、第６条では委任事項を定

めております。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和８年４月１日から施行することとい

たしております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１０８号 須崎市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正 

する条例について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１０８号須崎市立小学校及び中学校設置条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１０８号須崎市立小学校及び中学校設置条例の一部を

改正する条例についてにつきまして御説明いたします。 

 議案書１３ページ、１４ページでございます。本議案は、須崎市小中学校統合計

画に基づき、令和８年度から南中学校、浦ノ内中学校及び上分中学校が朝ヶ丘中学

校へ統合されることに伴い、条例を改正するもので、中学校の名称及び位置を規定

している条例第２条の別表第２の南中学校の項、浦ノ内中学校の項及び上分中学校

の項を削り整理するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和８年４月１日から施行することとい

たしております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 杉山委員。 



令和 ７年度１２月定例会 総務文教委員会 

 

10 

○杉山委員＝一般質問のほうでも聞かせていただいたんですけれども、学校設置条例

から削除するということで、地域への意向確認というのができてないと思うんです

けれども、これまで質問をしてまいりまして、教育長の御答弁なんかでも、統合す

るということは２つの学校が１つになるというか、合わさるということなので、そ

の時点で廃校を理解してもらっているという認識ですというお答えだったんですけ

れども、その統合自体に保護者の過半数が反対をしているという地域もありました。

そういった地域にも、この条例から削除しますよというような説明もなく、この条

例改正に至るというところで、やっぱりきちんと説明して合意をいただいた上での

条例改正が望ましいと思うんですけれども、改めまして、地域への説明や意向確認

はされないんでしょうか。教育長にお聞きします。 

○大﨑委員長＝教育長。 

○竹内教育長＝お答え申し上げます。一般質問でも申し上げましたけれども、統合の

計画を説明したとき、それから、最近でもスクールバスの運行の計画を説明させて

いただいたとき、そういったとき、そういった場で地域の皆様にある程度集まって

いただいていたかと思っています。 

 その場でいろんなお気持ちはあるのでしょうけれども、学校統合、子どもも減っ

てきている中で、一定、仕方のない部分はあるのではないかという部分、そういっ

た気持ちも含めて御理解をいただいているものと考えております。 

 杉山委員、アンケートというようなお話もこれまでもおっしゃっていたかと思い

ます。今、私、子どもが減って仕方がない部分もあるというような言い方をさせて

いただきました。なので、もちろん気持ちとしてはないよりもあったほうがいいと

いうお気持ちは、それを否定するものではありません。ただ、私どもは、ここまで

減ってしまっては致し方がないという理性的な御判断をいただきたい。その上で説

明会等でそういった気持ちを、お一人おひとりが整理していただいた上での落ち着

いたやり取りになっていたんだろうと、そのように考えておりますので、答弁とし

ても御理解いただいていたのではないか、そのように考えている次第でございます。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝どうしても市民の中に休校ということと廃校にするということの違いと

いうのを意識しておられる方っていうのは、そんなに多くはないと思いますので、

そういった部分の丁寧な説明があれば、あってからのこの改正ということにしてい

ただきたかったんですけれども、この統合がまだですよね。来年の４月なので、ま

だ統合前の段階で、この条例改正をする、急いでいるのかなというふうに思うんで

すが、何か急いでいる理由がもしあれば、最後、もう一つお聞きしたいです。 

○大﨑委員長＝教育長。 

○竹内教育長＝杉山委員がおっしゃるように、統合のタイミングというのは４月１日

とか３月末とか、そういうタイミングでしょうと。何で今なんですかって、そうい
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うことだと理解します。 

 今、こういう条例の改正案を出させていただいて、これで終わりではなくて、県

あるいは国、いろんなところに市として、この学校をなくすということで意思決定

をしたんですよという事実をつくって、県あるいは国に対して、こういうことだか

らっていう御説明は、書類を出していかないといけないものですから、どうしても

このタイミングになってしまう、そういうものでございます。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝聞きたいことは、条例改正しない場合、休校になって、休校で特に不都

合があるのならば急ぐべきだと思うんですけど、例えば地域によっては早く閉校し

た校舎を活用したいということで、その手続が急がれるという地域があるのも、市

内にはあると思うんですけれども、そうでない学校は、数年、休校ということでも

何か差し障りがあるのか、その辺りの、急ぐのかというところをお聞きしたい。 

○大﨑委員長＝教育長。 

○竹内教育長＝個別具体な話は全然違った状態かとは思います。上分中学校のことで

申し上げますと、学校の敷地も同じようで、建物なんかでどこが中学校部分、どこ

が小学校部分というような状態になっております。 

 中学校を休校でとどめてしまった場合、中学校休校ですから、勝手に入れないと

か、そういう、中学校で使ってないんだけれども、誰かが、誰かっていうのは小学

生だったりもするんですけど、出入りするのはどうなんだとか、そういう変な話に

なってしまう部分もちょっと出てくるおそれもあります。そこまで厳密に、おっし

ゃってるケースを、そういうふうにはしようと思ってないので、そういう厳密にシ

ミュレーションして、そう言ってるわけではないですけれども、書類上、そういう

変なことになってしまうのは避けたいなと思っております。例えばの話で申し上げ

ました。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝意見としましては、やっぱり地域によっては、地域の中には休校措置を

取ってもらって、復校を望んでいる方がいるのもまた事実でありまして、そういっ

たお声をお聞きしている以上、この条例改正には反対をさせていただきたいと思い

ます。 

○大﨑委員長＝分かりました。 

 ほかに御意見ありませんか。御意見、質疑はありませんか。 

 ないようですので、採決いたします。 

 御異議がありますので、挙手により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○大﨑委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１０９号 須崎市行政手続における特定の個人を識別するた 

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報 

の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１０９号須崎市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 総務課長。 

○松浦総務課長＝市議案第１０９号須崎市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。 

 議案書１５ページから１７ページでございます。本議案は、令和８年１月から運

用が開始されます基幹業務システムの標準化において実装される住登外者宛名番号

管理機能を用いる住登外者宛名番号を付番・管理する事務が個人番号の独自利用事

務に該当するため、所要の改正を行おうとするものでございます。 

 改正内容につきましては、議案書１６ページ、１７ページでございます。まず、

別表第１を記載のとおり改め、個人番号を利用することができる独自利用事務に表

中２及び５を追加し、住登外者宛名番号を付番・管理する事務を加えることといた

しております。 

 次に、別表第２では、それぞれの事務を処理するために、特定個人情報を利用す

ることができる情報を規定いたしておりますが、住登外者の情報の管理に関する情

報を追加する改正を行っております。 

 次に、別表３においても同様に、住登外者の情報の管理に関する情報を庁内連携

においても利用できるよう、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和８年１月１日から施行することとい

たしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝質問ではない、意見ですが……。 
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○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１０時３８分 休憩 

午前１０時３８分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝この条例改正案に反対の立場で意見をします。 

 私たち日本共産党は、マイナンバー制度全般に反対をしてまいりました。本条例

改正もマイナンバーの利用範囲の拡大ということになりますので、反対をいたしま

す。 

○大﨑委員長＝御異議がありますので、ほかに委員の皆さん、意見はありませんか。

質疑等はありませんか。 

 松田委員。 

○松田委員＝賛成の立場なんですけれども、総務課長、このマイナンバーを実際に既

出のカードで今、病院等で利用しゆう、今、８割ぐらい申請者が出ちゅうと思うや

けど、そのカード申請せずに、そのまま配布された個人番号の仮カードみたいなの

を配付されちゅう方についても、同じ、同様の対応をされてるということで理解し

とってええでしょうか。 

○大﨑委員長＝総務課長。 

○松浦総務課長＝今回のこの条例改正に関しましては、住登外者というところで、今、

松田委員がおっしゃってるのが、須崎市に住民票を置く方になるので、今回の改正

とはちょっとまた違うのかなと思います。今回はこの住登外者で住民票がない、例

えばＤＶで住民票は市外にあるんだけれども、須崎市で生活されている方、須崎市

でサービスを受ける方であるとか、あと、須崎市に固定資産を持っているんだけれ

ども住民票は市外にある方、そういう方を住登外者という取扱いをさせていただい

てて、今回、１月１日からこのシステムのほうを標準化することに伴って、この改

正が必要になってきます。そのカードの利用に関しては、この条例、この改正とは

またちょっと違うところにはなるとは思いますが。 

○大﨑委員長＝松田委員。 

○松田委員＝住登外者の言葉の理解をしましたので。 

○大﨑委員長＝ほかに質疑等ありませんか。 

 御異議がありますので、挙手による採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○大﨑委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１１０号 須崎市税条例の一部を改正する条例について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１１０号須崎市税条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 税務課長。 

○青木税務課長＝おはようございます。市議案第１１０号須崎市税条例の一部を改正

する条例についてを御説明申し上げます。 

 議案書１８ページから２２ページまででございます。この議案は、地方税法及び

地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律などが、令和７年３月３１

日に公布されたことに伴い、同年４月１日施行分につきましては、専決処分をし、

本年６月議会におきまして御承認をいただきましたが、令和８年１月１日以降に施

行されるものにつきまして、今回、所要の改正を行うものです。 

 改正の内容につきましては、公示送達の方法、大学生年代の子等に関する特別控

除の創設、加熱式たばこの課税方法の見直しなど、法改正に合わせての規定の整理、

規定の明確化や字句について、所要の整理を行うものです。 

 それでは、条を追って説明いたします。 

 議案書１９ページを御覧ください。第１８条の改正は、公示送達につきまして、

インターネットを用いる方法の定義を示した省令改正に伴い、規定等の整理を行う

ものです。第１８条の３の改正は、納税証明事項につきまして、前述の第１８条の

改正に伴い、字句の整理を行うものです。第３４条の２の改正は、所得控除につき

まして、法改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴い、所得控除の項

目に当該控除を追加するものです。第３６条の２の改正は、市民税の申告につきま

して、法改正により特定親族特別控除が創設されたことに伴い、所得が公的年金等

のみである者の市民税の申告要件に係る規定の整理をするものです。第３６条の３

の２の改正は、個人の住民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書につきまして、

法改正により、特定親族特別控除が創設されたことに伴い、記載事項に「又は特定

親族」を加えるものです。第３６条の３の３の改正は、個人の市民税に係る公的年

金等受給者の扶養親族等申告書につきまして、法改正により、特定親族特別控除が

創設されたことに伴い、提出要件等、規定の整理をするものです。 

 議案書１９ページ、下から５行目から２０ページ、２９行目までの附則第１６条

の２の２の改正は、加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例につきまして、
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法改正に伴い規定が新設されたものです。 

 議案書２０ページ、下から６行目から２２ページまでの附則といたしまして、第

１条で、施行期日をそれぞれ令和８年１月１日、令和８年４月１日のほか、地方税

法等の一部を改正する法律、附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日と規定し、

第２条では公示送達に関する経過措置を、第３条では市民税に関する経過措置を、

第４条では市たばこ税に関する経過措置を規定しております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１１３号 令和７年度須崎市一般会計補正予算（第７号）に 

ついて 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第

７号）について、順次説明をお願いします。 

 総務課長。 

○松浦総務課長＝議案書２７ページ、市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補

正予算（第７号）について、総務課所管分を御説明させていただきます。 

 別冊補正予算書の１６ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第１目一般管理費の人事管理研修費更正４４万円につきましては、人事給与シス

テム改修のための委託料の更正でございます。次に、その下、施設等整備基金積立

金更正３１０万８，０００円につきましては、利率の改正に伴う更正を行っており

ます。 

 続きまして、ちょっと順番が前後してしまいました。第５目財産管理費、市有財

産管理費更正３４０万８，０００円につきましては、庁舎電気料や水道料などの不

足分を計上いたしております。重ねてになりましたが、施設等整備基金積立金３１

０万８，０００円につきましては、預金利子利率変更分の増額更正となっておりま

す。 
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 １７ページ、第９目諸費、国庫返還金更正３,６２１万４，０００円は、主に令和

６年度障害者自立支援給付費国庫負担金などの清算等に伴う返還金となっておりま

す。 

 次に、第１０目財政対策費、減債基金積立金２５７万８，０００円及び財政調整

基金積立金６１９万７，０００円の補正につきましては、預金利子利率変更分の増

額更正でございます。 

 次に、２７ページをお願いいたします。第１３款諸支出金でございますが、巡航

船事業特別会計繰出金に１６０万円、下水道事業会計繰出金に１８４万１，０００

円の補正となっております。 

 ７ページに戻っていただきまして、第４表地方債補正でございますが、災害復旧

事業の限度額を４，０２０万円に、緊急防災・減災事業の限度額を１億９，４７０

万円に、過疎対策事業の限度額を４６億６，３１０万円とし、起債総額で１億９，

５３０万円増額の５０億８，５４０万円に限度額を変更しようとするものでござい

ます。以上でございます。 

○大﨑委員長＝元気創造課長。 

○小川元気創造課長＝市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第７号）

についてのうち、元気創造課所管分について御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１６ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第６目企画費のうち、ニホンカワウソ保護基金積立金１，０００円とふるさとづ

くり基金積立金２，０００円の増額更正につきましては、積立金に対する利率が改

定されたことによるものとなっております。 

 次に、１つ飛ばしまして、４番目のすさきがすきさ応援事業費４億２６８万４，

０００円の増額更正につきましては、当初の寄附見込額３０億２，０００万円を３

７億円に増額することに伴い、必要経費を計上したものであります。 

 なお、必要経費の内訳といたしましては、まず、増額となったものは郵送料９７

２万円、各受付サイトの利用料１億４，２７２万４，０００円、商品企画委託料９，

９６４万４，０００円、返礼品の発送委託料１億５，３０４万４，０００円、受付

サイトへの委託料１，２３２万２，０００円、ワンストップ特例申請書受付業務委

託料２４７万５，０００円となっております。 

 一方、決済手数料につきましては、当初の見込額に誤りがあったことなどから、

１，７２４万５，０００円の減額となっております。 

 続きまして、すさきがすきさ応援基金積立金につきましては、増額する寄附金額

からふるさと納税事業に係る必要経費を差し引いたものに、利子収入を加えた３億

１，８９６万３，０００円の増額を見込んでおります。 

 続きまして、すさきがすきさ災害支援事業費５０万円の増額につきましては、令

和７年２月に発生いたしました岩手県大船渡市における大規模火災に関し、大船渡
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市に代わり代理寄附を行ったものについて、その必要額を計上するものでございま

す。 

 続きまして、移住者向けお試し滞在施設運営費６万６，０００円の増額更正につ

きましては、利用者の増加に伴い、電気料等について増額するものでございます。 

 次に、６ページに戻りまして、第３表債務負担行為補正でございます。ふるさと

納税返礼品配送業務委託に関し、配送業者の一本化を行い、ふるさと納税における

経費を削減しようとするものであり、年度開始前に契約が必要になることから、限

度額を２億円とし、決済日から令和８年度まで債務負担をしようとするものでござ

います。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

  〔「議決」と呼ぶ者あり〕 

○小川元気創造課長＝議決日から令和８年度まで債務負担をしようとするものでござ

います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○廣見文化スポーツ・観光課長＝市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予

算（第７号）についてのうち、文化スポーツ・観光課所管分について御説明申し上

げます。 

 別冊補正予算書１６ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理費

第６目企画費でございます。説明欄を御覧ください。上から３項目めのＳＡＴ構想

推進事業基金積立金更正１万３，０００円につきましては、積立基金の利率改定に

よる利息分の増額更正でございます。 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。第１０款教育費第５項保健体育費

第１目保健体育総務費でございます。説明欄を御覧ください。海洋スポーツパーク

構想推進事業基金積立金更正２０万５，０００円につきましては、積立基金の利率

改定による利息分の増額更正でございます。 

 続きまして、６ページに戻っていただきまして、第２表繰越明許費補正を御覧く

ださい。第１０款教育費第５項保健体育費、スポーツセンター整備事業費６，５０

０万円につきましては、令和７年９月定例会において議決いただきましたスポーツ

センター駐車場整備に係る工事費でございまして、令和７年１１月１２日の入札会

を経て、１１月２０日から工事着手となっておりますが、以前、御説明申し上げま

したとおり、年度内での完成には至らず、令和８年７月までの工期となりますこと

から、予算額全額の繰越しの御承認をお願いするものでございます。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝プロジェクト推進室次長。 

○有澤プロジェクト推進室次長＝市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予
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算（第７号）について、プロジェクト推進室所管分を御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１７ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第６目企画費の観光クラスター整備事業費更正につきましては、シンボルロード

への大型バス駐車場整備に係る補正でございます。川端スーパーの鑑定額３９５万

円を公有財産購入費として、また、購入に当たり裁判所に予納いたします清算人費

用３３万円を補償補てん及び賠償金に、隣接する土地の鑑定費１７万７，０００円

を委託料に計上しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝続きまして、企画情報課所管分につきまして御説明をさせてい

ただきます。 

 別冊補正予算書の１７ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第７目情報管理費でございます。説明欄を御覧ください。情報管理費更正８２万

３，０００円につきましては、給食センターの整備に際しまして、職員が使用する

庁内ネットワーク機器の整備に伴う費用となっております。内訳につきましては、

回線接続費、ネットワーク整備委託料、給食センター配線工事費となっております。 

 以上となります。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝防災課長。 

○楠瀬防災課長＝続きまして、防災課所管分となります。 

 別冊補正予算書１７ページをお願いします。第２款総務費第１項総務管理費第１

２目防災対策費６８７万６，０００円の補正について御説明いたします。 

 初めに、防災行政無線維持管理費の４９８万６，０００円は、全国瞬時警報シス

テム、Ｊアラートの受信機更新業務委託料の更正でございます。 

 次に、自主防災組織活動支援事業費の１００万円は、１０組織分の補助金を更正

するものでございます。 

 次のページに移りまして、地域防災体制整備支援事業費の８９万円の更正につい

て、桐間地区における津波の逃げ遅れ対策としまして、今年９月に開業しましたＨ

ＯＴＥＬ ＡＺの津波避難ビルとしての活用に係る構造調査委託料の更正でござい

ます。 

 次に、２３ページに移りまして、第９款消防費第１項消防費第１目常備消防費の

３４０万円は、高幡消防組合負担金の更正でございます。 

 次に、第２目非常備消防費の１億４，５００万円は、南分団屯所空調設置工事費

に４０万円、吾桑分団屯所新築工事費に１億４，４６０万円を更正するもので、今

年８月に設計業務を委託いたしました吾桑分団屯所建築に係る工事請負費を増額す

るものでございます。 

 参考資料としまして、お手元にお配りしております位置図及び配置図、平面図、
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立面図を御参照ください。 

 なお、委員会終了後には、事務局からもありましたとおり、資料のほうは回収さ

せてもらいますので、御了承ください。 

 次に、６ページに戻りまして、第２表繰越明許費補正の追加でございますが、第

９款消防費第１項消防費の消防屯所建設事業費１億４，４６０万円を繰り越すもの

でございます。 

 説明、以上となります。 

○大﨑委員長＝まだ説明中ですが、この際、１０分間休憩いたします。 

 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時０６分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 税務課長。 

○青木税務課長＝市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第７号）に

ついてのうち、税務課所管分について御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１８ページを御覧ください。第２款総務費第２項徴税費第２目

賦課徴収費第１１節役務費、賦課徴収費更正３０万円につきましては、コンビニ収

納手数料で不足が見込まれることから、増額更正するものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１１３号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第７号）

についてのうち、学校教育課所管分について御説明いたします。 

 別冊補正予算書の２３ページからでございます。まず、２４ページの第１０款教

育費第１項教育総務費第２目事務局費６万２，０００円は、説明欄の学校等空調設

備整備促進事業基金積立金は、利率変更による更正で５万１，０００円、学校統合

事業費更正１万１，０００円については、需用費２０万２，０００円は、学校統合

に係る交流事業の昼食代が不要となったことによる食料費の減額、委託料１５万９，

０００円は、令和７年１０月に委託契約をした中学校統合に伴う閉校記念誌作成事

業委託業務について、制作を進めていく中で記念誌に令和８年３月２２日、２８日

に実施予定の閉校式典等に関することを含め、印刷、製本することによる契約変更

により増額、また、使用料及び賃借料５万４，０００円は、学校統合に係る交流事

業の部活動移動支援に係るタクシー借り上げ料として増額するものでございます。 

 次に、第２項小学校費第１目学校管理費２，１４４万７，０００円は、需用費１，

０００万円は防災対策用消耗品費として、飛散防止用蛍光灯の購入費１２万２，０

００円、不足となる電気料７０５万円、そして、各小学校の各所修繕に要する経費
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２８２万８，０００円でございます。工事請負費５０７万２，０００円は、小学校

営繕工事費として、須崎小学校前への防犯カメラ設置工事１２０万円、駐輪場整備

工事費として、中学校統合に伴う浦ノ内地区から朝ヶ丘中学校へのスクールバスの

停留所として、浦ノ内小学校前として、その周辺の生徒用の駐輪場として整備する

ための工事費３８７万２，０００円です。管理用備品購入費６３７万５，０００円

は各小学校プールの安全対策として、安全な水深を確保するために、プールフロア

の購入費用です。各学校のプール１レーン分を敷き詰めます。このプールフロアは

全国的に必要性が見込まれ、品薄が予想されることから、次年度６月から始まるプ

ール授業に間に合わすために、年度内から購入するものでございます。 

 次に、第２目教育振興費で９０万円は、備品購入費として、子どもたちが読書を

するために活用してほしいという趣旨の寄附を財源とする図書の購入費９０万円で

ございます。 

 以上、小学校費の合計２，２３４万７，０００円でございます。 

 次に、第３項中学校費第１目学校管理費１，３５０万円は、需用費３２７万２，

０００円は、防災対策用消耗品費として、飛散防止用蛍光灯の購入費１２万２，０

００円、不足となる電気料２８０万円、水道料３５万円です。委託料２００万円の

減額は、浦ノ内地区及び南地区から朝ヶ丘中学校へのスクールバス運行委託料の決

算見込みによるものでございます。工事請負費９９２万９，０００円は、中学校統

合に伴う上分地区から朝ヶ丘中学校へのスクールバスの停留所３か所、横川、首永、 

遅越の駐輪場等整備工事費でございます。管理用備品購入費２２９万９，０００円

は、中学校のプールの安全対策として、小学校同様に購入するものでございます。 

 第２目教育振興費９０万円は、備品購入費として子どもたちが読書をするために

活用してほしいという趣旨の御寄附を財源とする図書の購入費です。以上、中学校

費の合計１，４４０万円の補正でございます。 

 次に、第５項保健体育費第２目学校給食費３４４万２，０００円の補正です。説

明欄を御覧ください。給食センター運営事業費１７４万円は、給食センターが３月

に完成し、引渡しを受けてからの年度内の維持管理に関する経費や４月からの稼働

に向けた準備作業期間の試験運転の食材費などでございます。需用費２６８万円の

うち燃料費は１，０００円、電気料８２万円、水道料１，０００円、給食材料費８

５万８，０００円の１６８万円です。役務費１万９，０００円は、電話料、回線接

続費です。その他は警備委託料として４万１，０００円です。 

 次の学校給食運営事業費更正１７０万２，０００円は、現在の学校給食に係る経

費で、消耗品費１００万円は来年度、給食センターから給食を受け入れる５校、多

ノ郷小学校、須崎小学校、新荘小学校、朝ヶ丘中学校、須崎中学校の消耗品費、厨

房機器点検業務委託料２９万７，０００円は、自校方式で残る浦ノ内小学校、吾桑

小学校、上分小学校の厨房機器の点検を委託するものでございます。上分小学校調
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理室トイレ改修工事費は、洋式化などを含めた改修工事でございます。 

 次に、６ページを御覧ください。第２表繰越明許費補正の追加です。第１０款教

育費第１項教育総務費、学校統合事業費６７５万９，０００円は、中学校統合に伴

う閉校記念誌作成事業委託業務において、先ほど御説明したとおり、令和８年３月

に実施する閉校式典等に関することも含め、印刷、製本をすることになったので、

次年度に繰り越す必要が生じましたことから、追加をお願いするものでございます。 

 次に、第３表債務負担行為補正の追加です。５段目の海外短期留学事業は、本年

度から始まった中学生を対象とした、海外、オーストラリアへの短期留学を来年度

も実施したいと考えておりまして、実施は夏休み期間中で、参加人数は１０人と考

えておりまして、その事業実施に向けて委託の調整が必要となりますので、１，３

５７万３，０００円を限度額とするものです。 

 次に、ＩＣＴ支援員業務委託は、学校におけるＩＣＴの活用支援のため、専門的

事業所に支援をお願いするため、委託の調整が必要となりますので、３９０万８，

０００円を限度額とするものでございます。小学校授業支援ソフトライセンス使用

料及び２段下の中学校授業支援ソフトライセンス使用料は、タブレットで学習する

ロイロノートというソフト使用料のため、新年度に向けて委託の調整が必要となり

ますので、それぞれ７８万７，０００円、４２万４，０００円を限度額とするもの

です。１段戻りまして、小学校学習支援ソフトライセンス使用料及び２段下の中学

校学習支援ソフトライセンス使用料は、同じくタブレットで学習するミライシード

というソフト使用のため、来年度に向けて委託の調整が必要となりますので、それ

ぞれ２１７万８，０００円、１１７万７，０００円を限度額とするものです。期間

は、いずれも議決日から令和８年度までとして債務負担行為をしようとするもので

ございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝生涯学習課長。 

○福本生涯学習課長＝続きまして、令和７年度１２月補正予算書のうち、生涯学習課

所管分につきまして、２５ページを御覧ください。 

 第１０款教育費第４項社会教育費第２目公民館費としまして、公民館費更正１６

３万８，０００円につきましては、公民館の電気料の不足分として１０４万４，０

００円、また、修繕料の１８万２，０００円は須崎市立交流ひろばのエレベーター

の点検結果によりまして、消耗品等の交換が必要となり、その費用となります。 

 次に、須崎公民館夜間・休日受付業務委託料４１万２，０００円につきましては、

須崎市立交流ひろばを夜間や休日に利用する際に、シルバー人材センターにより鍵

の開け閉め等、施設の管理を委託しておりまして、今年度の施設の利用が増えてお

りますことから、その増えた分の委託料としての増額分となります。 

 続きまして、地域自主組織運営事業費更正２０５万９，０００円は、各地区の自



令和 ７年度１２月定例会 総務文教委員会 

 

22 

主組織におきます人件費としての給料や手当の増額、これに伴う保険料も含めた額

の要求となりまして、２６ページには、自主組織ごとの要求額は説明欄のとおりと

なります。 

 引き続いて、２６ページです。第４目図書館費につきましては、第１０節需用費

を説明欄のとおり、図書館の電気料の不足分として１５万６，０００円を計上して

います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○市川子ども・子育て支援課長＝続きまして、子ども・子育て支援課所管分につきま

して御説明をさせていただきます。 

 別冊補正予算書、２０ページになります。第３款民生費第２項児童福祉費第１目

児童福祉総務費２８９万３，０００円の増額でございます。まず、児童福祉総務費

更正２０万円でございます。株式会社須崎青果様からの御寄附をいただいておりま

して、市内各保育園へ本の購入を計画しております。 

 次に、子育て医療応援事業費更正１９４万６，０００円でございます。扶助費支

払いの見込みを算出し、結果、当初予算額からの差引き額を計上、医療費審査手数

料につきましても、支払い見込みを算出し、当初予算額からの差引き額を計上いた

しております。 

 続きまして、母子生活支援施設保護事業費の更正６８万６，０００円でございま

す。母子生活支援施設入所委託料の支払い見込みを算出し、当初予算額からの差引

きを計上しております。 

 続きまして、安心子育て応援事業費更正６万１，０００円でございます。国の補

助金を活用して、子育て支援センターはっぴいぽけっと内にパーティションを設置

するために係る経費を計上しております。 

 続きまして、第２目児童措置費３，０４９万９，０００円の減額でございます。

保育所等施設型給付費更正１０６万６，０００円でございます。広域入所３園に対

して、扶助費の支払いの見込みを算出し、その結果、当初予算額からの差引き額を

計上いたしております。 

 次に、保育協会補助金更正の減３，１５６万５，０００円につきましては、補助

金の支払い見込みを算出し、当初予算額からの差引き額を計上いたしております。

内訳としましては、須崎市保育協会の運営費が６５５万８，０００円の増額でござ

います。保育園運営費としましては３，８１２万３，０００円の減額となっており

ます。 

 次に、第３目保育園費補正額の８７１万円の減額でございます。安和保育園管理

運営委託料更正減５３３万５，０００円につきましては、主に人件費、給食費の減

額によるものでございます。吾桑保育園管理運営委託料更正減３３７万５，０００
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円につきましても、人件費、給食費の減額によるものでございます。 

 次に、ページ飛びまして、２５ページ、第１０款教育費第４項社会教育費第１目

社会教育総務費、放課後児童クラブ推進事業費１５９万９，０００円の増額でござ

います。しんじょう、あさがお、かわうそ、なないろ、ひまわりの児童クラブはヘ

ルメット、センサーライト、防犯カメラ購入のための経費を、あそう児童クラブは

ヘルメット、センサーライト、パーティション購入のための経費を計上するもので

ございます。この予算で購入するセンサーライト、防犯カメラ、パーティションは

安心子育て応援事業と同様、国の補助金を活用するものでございます。 

 それでは、予算書手前に戻りまして、６ページをお願いいたします。第３表債務

負担行為補正分でございます。令和８年度の上分保育園の通園バス運行業務委託に

つきまして、年度開始前に契約が必要なことから債務負担をしようとするものでご

ざいます。限度額は６５０万７，０００円、期間は議決日から令和８年度までとす

るものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝以上で説明は終わりました。 

 総務課長。 

○松浦総務課長＝１つ、説明の追加をお願いします。 

 別冊補正予算書７ページ、第４表地方債補正でございますが、一番下の項目、緊

急自然災害防止対策事業につきまして、限度額を１億４，６１０万円と変更するこ

とといたしております。以上でございます。 

○大﨑委員長＝以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝学校教育課長にお聞きします。給食センター運営事業費についてですけ

れども、給食センターの試験運用のための給食材料費など入っておりますけれども、

試験調理は何回行いますでしょうか。また、あわせまして、それと同時に配送も、

全学校への配送はこれに含まれているのかお聞きします。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝まず、回数につきましては、今、委託業者と調整中ということ

で、回数についてははっきりなことは今決まっておりません。当然、試験運転とい

うことになりますので、配送までの訓練はするかなと思っております。以上です。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝引き続きまして、プロジェクト推進室次長にお聞きします。 

 観光クラスター整備事業費についてですけれども、大型バスの駐車場整備という

ことで購入をするということなんですけれども、建物を壊すことになると思います

けれども、解体料はどの程度と見込まれてますでしょうか。 



令和 ７年度１２月定例会 総務文教委員会 

 

24 

○大﨑委員長＝プロジェクト推進室次長。 

○有澤プロジェクト推進室次長＝今回、不動産鑑定士の方に試算いただいた金額では、

２，１６２万円という試算をいただいておりますけども、あくまで鑑定士の試算で

ございまして、実際の設計金額とは乖離はあるかとは思います。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝解体には非常に多額を要することになると思いますけれども、２点聞き

たいんですが、この１２月定例会の補正予算で計上するほど急いでいるのかという

ことと解体もしないと駐車場整備できないけれども、その解体費について一緒に計

上しないのはどうしてかなというところを聞かせてください。 

○大﨑委員長＝プロジェクト推進室次長。 

○有澤プロジェクト推進室次長＝今回の１２月補正で補正予算提出しておる中には、

この川端スーパーの隣地でございます土地の鑑定も計上しております。あの土地一

体的に市のほうで購入をしながら、今後、解体、まずは購入の交渉と契約、それか

ら、その後、実際の解体と土地の利用についての設計、その後、工事等、順次進め

ていく考えではおりますけども、現時点ではひとまず今の段階の必要な予算を計上

させていただいたということです。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝来年の当初予算とかに上げるというのでは遅いんでしょうか。 

○大﨑委員長＝プロジェクト推進室次長。 

○有澤プロジェクト推進室次長＝海のまちプロジェクトのほうでは、スピード感を持

って進めたいというふうに考えておりますことと、今現在、現に中心市街地に大型

バスが来た場合に、専用の駐車場がないという状況もございますので、当初予算を

待たずに順次進めていく考えで計上をさせていただきました。 

○大﨑委員長＝ほかの委員の皆さん、質疑はありませんか。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝私、これ、この観光クラスター整備事業費反対なんですけれども、多額

の費用がかかるので、大型観光バスが年間どのぐらい来ているのか、今、急いで整

備する必要があるのかといったところで、市民の理解の部分なんですけれども、ま

だ、海のまちプロジェクト、先月、説明会を開いてくださったことは本当によかっ

たと思います。何人か来てくださって、事業に対する理解が深まっていったのでは

ないかなと思うところですが、ああいった説明会を、今回、参加者も少なかったり

もしたんですが、中には行かないかんと思ったけど、都合がつかなくて行けなかっ

たというようなお声も聞いてますので、ああいった説明会を重ねる中でもうちょっ

と海のまちプロジェクトへの理解というのが広がってから、また、大型バスの駐車

場のニーズというのももう少し可視化されるというか、明確になった段階での整備

というふうに進めていくのがいいのではないかと思いますので。 
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 ただ、今回のこの補正予算、上分保育園の通園バスですとか統合に係る駐輪場の

整備というのを、精いっぱい予算計上されていてすごく評価できるものと思ってお

りますが、この観光クラスター整備事業費にはどうしても反対と思いますので、補

正予算、反対させていただきます。 

○大﨑委員長＝分かりました。 

 ほかに質疑、御意見はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、この議案を採決いたします。 

 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○大﨑委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１１４号 令和７年度須崎市巡航船事業特別会計補正予算 

（第２号）について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１１４号令和７年度須崎市巡航船事業特別会計

補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝市議案第１１４号令和７年度須崎市巡航船事業特別会計補正予

算（第２号）についてにつきまして御説明をさせていただきます。 

 議案書２８ページ、別冊、令和７年度須崎市補正予算書につきましても、２８ペ

ージをお願いいたします。 

 今回の補正予算案につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ１６０万円を追加

し、総額をそれぞれ３，０１３万３，０００円としようとするものでございます。 

 まず、補正予算書３２ページ、歳出から御説明をいたします。第１款巡航船事業

費第１項巡航船事業費第１目運航費の説明欄、巡航船運航経費更正１６０万円につ

きましては、巡航船第５くろしおの船内にエアコンを整備するために要する経費で

あります。これまで巡航船の船内にはエアコンの整備をしておりませんでしたが、

近年は夏場の猛暑に伴い、運航中の船内の室温も高くなっておりますことから、乗

客や船長の熱中症の心配をする状況となっております。また、本年６月１日から労

働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行され、事業者に対して、熱中症を防止
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するための必要な措置等も義務づけられております。このことから、夏場等におけ

る熱中症を防止する対応として、巡航船の船内にエアコンを整備させていただきた

く、工事請負費といたしまして１６０万円を計上しております。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 松田委員。 

○松田委員＝趣旨は十分理解できるが、第５の１隻へ１６０万円かかるということで

しょうか。 

○大﨑委員長＝企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝もう１隻の第１のほうもやらせていただきたいと考えておりま

して、そちらのほうは当初予算のほうで上げさせていただきたいと思います。 

 ２隻一緒にしますと、通常の定期便の運航と、あと、貸切り運航なんかもありま

すんで、整備の工事にある程度の期間を要しますことから、順繰りに１隻を冬場に

やっておいて、また、当初の予算で上げさせていただいて、令和８年中にもう１隻

の工事をしたいと考えています。 

○大﨑委員長＝松田委員。 

○松田委員＝一般的な皆さん、あの巡航船のスペースやったら、通常の８畳ぐらいの

エアコンの動力があったらええがですけれども、船って電源がモーターであるので、

この１６０万円っていうのが何に要るかってすごく不透明の中で、１６０万円とい

うのは非常に高いと客観的に思うので、エンジン、動力をもう１個増やすのかバッ

テリーを導入するのか、その辺の裏づけがちょっと説明がないと、これを認めづら

い。 

○大﨑委員長＝企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝失礼いたしました。工事の中身につきましては、先ほど委員か

らお話があったように、動力としましては発電機のほうを用意しておかないと、な

かなか電力が出ないということですので、できるだけ経費のほうも抑えたいと考え

ておりまして、エアコンにつきましても埋め込みとかじゃなくて、家庭用のエアコ

ンを入れたいと思っていまして、ある程度冷える、せっかくつけるのに冷えないと

もったいないんで、ある程度の容量というのを考えておるところになります。 

 その動力となる発電機の分の費用とエアコンの費用と工事費用とを合わせると、

大体、これくらいの見積りというものはほぼ出ておりまして、それに基づきまして

予算要求をさせていただいております。 

○大﨑委員長＝ほかに質疑はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１１９号 高幡広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の 

変更及び高幡広域町村圏事務組合規約の変更について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１１９号高幡広域市町村圏事務組合の共同処理

する事務の変更及び高幡広域町村圏事務組合規約の変更についてを議題といたしま

す。 

 執行部の説明を求めます。 

 企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝市議案第１１９号高幡広域市町村圏事務組合の共同処理する事

務の変更及び高幡広域町村圏事務組合規約の変更について御説明をいたします。 

 議案書３３ページ、３４ページでございます。本議案は、地方自治法第２８６条

第１項の規定により、高幡広域市町村圏事務組合の共同処理する事務へを変更し、

高幡広域市町村圏事務組合規約を３４ページのとおり変更することにつきまして、

同法第２９０条の規定に基づき議決を求めるものでございます。 

 現在、須崎斎場につきましては、高幡広域市町村圏事務組合において運営がされ

ておりますが、令和８年４月１日から、須崎市、津野町、土佐市で構成する須崎斎

場運営一部事務組合により運営がされることとしております。 

 このことから、高幡広域市町村圏事務組合規約第３条に規定する共同処理する事

務のうち、須崎斎場の設置及び維持管理並びに運営に関する事務につきまして、事

務組合の構成団体の協議により共同処理する事務から廃止しようとするものでござ

います。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも
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のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２０号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産 

処分について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１２０号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更

に伴う財産処分についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝市議案第１２０号高幡広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う

財産処分についてにつきまして御説明をさせていただきます。 

 議案書３５ページ、市議案第１２０号別冊、土地及び物品一覧をお願いいたしま

す。 

 本議案は地方自治法第２８９条の規定により、高幡広域市町村圏事務組合の規約

の変更に伴う財産処分に関し、関係市町と協議の上定めることにつきまして、同法

第２９０条の規定に基づき議決を求めるものでございます。 

 先ほど御説明をさせていただきました市議案第１１９号による高幡広域市町村圏

事務組合規約の変更に伴い、事務組合構成団体の協議により、須崎斎場を須崎斎場

運営一部事務組合へ無償譲渡しようとするものでございます。 

 まず、１．財産処分の方法につきましては、構成団体の協議により、無償譲渡し

ようとするものであります。 

 次に、２．譲渡する財産でありますが、（１）土地及び建物につきまして、まず、

建物につきましては須崎斎場でありまして、延床面積１，６９６．２１平方メート

ルとなっております。また、土地につきましては、総面積が１万４，７３５．１３

平方メートルとなっておりまして、土地の所在の一覧につきましては、別冊の土地

一覧のとおりとなっております。 

 次に、（２）の物品につきましても、別冊の物品一覧のとおりとなっております。 

 続きまして、（３）の基金につきましては、令和８年３月３１日現在における残高

となっております。 

 最後に、３．譲渡する日でありますが、令和８年４月１日となっております。 

 以上となります。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○大﨑委員長＝ありませんかね。 

 ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２２号 工事請負契約の変更について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１２２号工事請負契約の変更についてを議題と

いたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１２２号工事請負契約の変更についてにつきまして御

説明いたします。 

 議案書３７ページでございます。本議案は、令和６年度朝ヶ丘中学校統合大規模

改造工事に係る請負契約を変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づきまして、議決をお願いする

ものでございます。 

 本工事につきましては、昨年９月議会におきまして議決をいただき工事を進めて

まいりましたが、廊下の床下地材が劣化している場所や校舎及び屋内運動場に雨漏

りをしている箇所が判明しましたので、取替え、改修が必要となり、また新たに整

備する図書室の内装改修の一部を変更などにより、当初の契約金額３億９，０６２

万１，０００円に２，２３４万１，０００円を増額し、４億１，２９６万２，００

０円として契約の変更を行うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 松田委員。 

○松田委員＝課長、この２，２００万円、契約変更に伴う増額になっちゅうですけど、

この金額に対して他社から見積りを取ったり、屋外の雨漏りしゆうところの修理と

か、そういったところの積算について、課長、どんなふうに確認をして、納得をし

た金額だというふうに理解してるのか、ちょっと御説明いただけますか。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 
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○森光学校教育課長＝この金額につきましては、他社からの見積りを取ったというこ

とはございませんが、設計書とか内容、この必要性がありまして、それで金額はこ

のぐらい、妥当かなと思っております。 

 実際、先ほど言いましたように、工事を進めている中で予想してなかったことが

発生したということで、床下の地材とか全部はぐってみんと、工事をやってみんと

分からんかったことがあったということで、変更という形になってきました。 

○大﨑委員長＝松田委員。 

○松田委員＝当然、工事やりゆう中で負担増える工事とかがあって、金額が増額され

るのがあるんですけど、最近、資材高騰ということで必ず補正でこうやって追加議

案が出てきたりしゆうときに、須崎市の庁内で明らかに今の既存の発注した会社か

らこういったことが出てきたら、で増額増額、それだけで承認する。我々議員も勉

強不足だし、知識不足で判断が十分できんずつこの増額を承認していきゆう工事の

請負契約が非常に多くなってきちゅう中で、市民から、本当にそれって正しいがか

えと言われても答えれん状況が非常に多くなってきていて、今、工事をやってもら

いゆう会社とは別に、手間な確認かもしれんけど、ちょっと疑義生じるようなこと

があったら、やはり追加予算を求める意味でも、他社から見てもこれは必要な工事

だということの確認作業等々は、やっぱり市として説明をしていただかんと、ただ、

こういったことが発見されました、はい、認めてくださいでは、なかなかちょっと

今、増額増額でほとんどの工事がこんながで、今回のやつも床下の中にそういった

ことがあったので補強せないかんと、重々分かる。それ、確かかどうか、副市長、

その辺、庁内でどんな議論を起こり得るか、副市長にちょっと教えてもらいたい。 

○大﨑委員長＝副市長。 

○梅原副市長＝御指摘のとおり、近年、特に建築の工事のほうがこうした変更という

のが非常に多くなっておりまして、こういう工事っていうのは、一度全部外へ発注

をかけまして、民間事業者から出てきたものを須崎市の技術屋が精査をして、自分

ちで設計書を作ってございますので、そこの部分の最初の民間から上がってきた設

計の精度というものを、これをいかに見極めるかというところを再度、その技術屋、

内の技術屋を含めて、どういう精度を高めていくかというのは議論しなきゃいけな

いというふうに思ってます。 

 それと、今回の増額に関しての見積り云々の話でございますけども、基本的には

増額が必要になった工事がある場合には、それについてはそれこそ庁内の技術者の

ほうで設計を組んで、最終的には請負更正をかけるわけですので、そもそも最低の

価格で落札いただいているので、その分の請負更正が係るので、それほど過大な設

計になっているというふうな認識はございませんが、おっしゃられるとおり、それ

がほかの単価を打ったらどれぐらい、その単価を打つ場合に、本当に見積りが必要

かどうかというところについて、ちょっと私、そこを取れてるかどうか承知してお
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りませんので、なお、増額に当たっての単価を設定する場合には、見積りもしっか

り取れてるかどうか、そこは確認をさせていただきたい。 

○大﨑委員長＝松田委員。 

○松田委員＝須崎市の場合は、一級建築士等々の技術者が見てるので、そういったこ

とで、他の町村になると、もう県に依頼をしてたりして、そういった確認をしゆう

自治体がある中で、須崎市も、今、一級建築士さんがおるとはいえ、タイミング的

に事案もたくさん持っちょったりとか、あるいはもうＡ技術者は退職を迎えられる

ちゅうこともあったりとかしゆうことも含めたら、須崎市もある程度県にも検証い

ただくような仕組みづくりを県とも調整をしていくタイミングもあるんじゃないか

な。ほんで、県の今の募集の、技術者募集でそれも昨日の県議会の中で５０人募集

しても十数人しか技術者が採用されてないとかいうことで、県のほうにも課題が出

てきちゅうですけど、あるいは費用が要っても、外部の建築調査をかけるとか、そ

ういったことも踏まえて、時々、いつもいつもということではなく、緊急性だった

り、早急に工事をこうやって床下で事案が確認されて、補強せないかんということ

であればでしょうけど、少し右から左へ必ず、今、工事を請け負ってくれちゅうと

ころから出てきたものを、あまりにもそのまま受け止めないかんのかなというのを

ちょっと慎重に検討、内部でしていただければなというのを思いましたので、反対

ではないんですが、今後のこととしてよろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝ほかに質疑ありませんか。 

 ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２３号 工事請負契約の変更について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１２３号工事請負契約の変更についてを議題と

いたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１２３号工事請負契約の変更についてにつきまして御

説明いたします。 

 議案書３８ページでございます。本議案は、令和６年度須崎市立学校給食センタ
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ー新築工事のうち、建築主体工事に係る請負契約を変更することについて、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

決をお願いするものでございます。 

 本工事につきましては、本年１月臨時会におきまして議決をいただき工事を進め

てまいりましたが、大型工事車両の進入における仮設道路の追加、駐車場を含む外

構等整備に係る軟弱地盤の改良や安全対策として、交通誘導員の配置を追加するこ

となどによりまして、当初の契約金額７億８０７万円に４，４６１万６，０００円

を増額し、７億５，２６８万６，０００円として、また、工期を３月１３日まで延

長し、契約の変更を行うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２４号 工事請負契約の変更について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１２４号工事請負契約の変更についてを議題と

いたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１２４号工事請負契約の変更についてにつきまして御

説明いたします。 

 議案書３９ページでございます。本議案は、令和６年度須崎市立学校給食センタ

ー新築工事のうち機械設備工事に係る請負契約を変更することについて、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づきまし

て、議決をお願いするものでございます。 

 本工事につきましては、本年１月臨時会におきまして議決をいただき工事を進め

てまいりましたが、給排水配管の材種変更や空調機の冷媒管に安全遮断弁を追加す

ることなどによりまして、当初の契約金額３億４，１１４万３，０００円に４２１
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万３，０００円を増額し、３億４，５３５万６，０００円とし、また、工期を３月

１３日まで延長し、契約の変更を行うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 松田委員。 

○松田委員＝当然、さっきの話と一緒なんですけど、この給食センターの工期がもう

ぱんぱんなので、我々議会としてもなかなか慎重な対応を、もう言葉を選ばずにな

んだけど、４２０万円、空調機がかかりましたって、何かもう少しやり取りを、い

やいや、計画的にこういう分じゃなかったなというところを説明してもらわんと、

はい、増えましたではちょっと。暫時の間、休憩していただいて。 

○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１１時５４分 休憩 

午前１１時５４分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝内容についての確認ということですか。 

○松田委員＝そう、空調機の変更内訳。 

○森光学校教育課長＝４２１万円の中身ということですね。 

 ちょっと休憩させてもらって。 

○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午前１１時５５分 休憩 

午後 ０時００分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝まず、内容のことなんですが、給排水配管の材種変更について

は、配管の継ぎ手手法を変更するために、材種を変更するものでございます。 

 次に、空調機の冷媒管に安全遮断弁を追加するということは、日本冷凍空調工業

会の安全確保のためのガイドラインの安全対策というのがありまして、それをクリ

アするためというか、それに基づきまして、冷媒管に安全遮断弁を追加するという
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ことの増額です。以上です。 

○大﨑委員長＝よろしいでしょうか。 

 松田委員。 

○松田委員＝すごく分かりやすい説明でありがとうございます。 

○大﨑委員長＝ほかに質疑はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のに決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第１２７号 令和７年度須崎市一般会計補正予算（第８号）に 

ついて 

 

○大﨑委員長＝続きまして、市議案第１２７号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第

８号）についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝市議案第１２７号令和７年度須崎市一般会計補正予算（第８号）

についてにつきまして御説明をいたします。 

 別冊補正予算書５ページを御覧ください。第１０款教育費第１項教育総務費第２

目事務局費３２６万２，０００円の補正でございます。 

 説明欄を御覧ください。新しいすさきの学び推進事業費で普通旅費２７万２，０

００円、国際交流協定締結業務委託料２９９万円でございます。本市では、生きた

外国語教育を推進するために、各学校に外国語指導助手ＡＬＴを配置しております。

ＡＬＴの構成としましては、一般財団法人自治体国際化協会のＪＥＴプログラムを

通じて招致された方、４名、ＪＥＴプロジェクトを終えた方、１名、そして、今年

度７月から民間事業者を通じて派遣された方、１名の合計６名の体制でございます。 

 外国語指導助手を任用するに当たりまして、ＪＥＴプログラムを通じて招致され

た方の経費は、普通交付税として国からの財源措置があります。そのほかの団体、

民間とかから招致された場合は、ある一定の条件より同様に普通交付税の対象とな

る場合がございます。 

 この条件は、２つありまして、１つは外国自治体等と国際交流協定等を締結して
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いること、そして、その交流相手先自治体があっせん団体と指定している者のあっ

せんまたは承認を受けて任用しているということでございます。来年度も引き続き、

教育変革ビジョン「Ｍａｋｅ“ＩＴ”Ｆｕｎ」において、生きた外国語教育を推進

するに当たり、外国語指導助手の増員を検討しているところであり、普通交付税の

対象となりましたら、市の財政負担軽減が見込まれることから、条件の一つである

外国自治体と国際交流協定を締結しようとするものでございます。協定締結に当た

り、現地にて調印式を行うための経費でございます。相手先としましては、フィリ

ピン共和国のセブ州ナガ市でございます。ナガ市はセブ州に位置し、セブ市内から

車で約１時間、人口、約１３万３，０００人、鉱業、セメント産業などの歴史もあ

り、市内には公立小学校は２６校、公立中学校、高校は２１校と専門学校、大学も

あり、教育分野でも明るい市でございます。 

 調印式は来年１月９日を予定しております。本市からの参加者は副市長、学校教

育課職員など３名で、現在調整中でございます。経費の内訳は、旅費２７万２，０

００円は高知から東京までの旅費、委託料２９９万円は調印式に係る経費及び東京

からナガ市までの渡航に係る経費を委託するものでございます。委託先としまして

は、先ほど御説明しました条件のうち、交流相手先自治体があっせん団体と指定し

ている株式会社アチーブゴールに委託する予定でございます。 

 今後は、ＡＬＴの派遣だけでなく、様々な教育分野での交流も可能性はあるかと

考えております。先にナガ市と交流している自治体もありますので、そちらからも

情報収集をしながら、今後、よりよい交流となるようしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○大﨑委員長＝企画情報課長。 

○堅田企画情報課長＝続きまして、企画情報課所管分につきまして御説明をさせてい

ただきます。 

 別冊補正予算書の１ページをお願いいたします。第２条で債務負担行為の補正を

定めるものでございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。第２表債務負担行為補正でございま

す。新住民情報システム構築運用事業に関しまして、システムの標準化対応に伴い、

利用料の契約変更が必要となりましたことから、期間を議決日から令和９年度まで、

限度額を１億４，５９９万２，０００円として債務負担行為の追加を行うものであ

ります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○大﨑委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 
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午後 ０時０８分 休憩 

午後 ０時０９分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝学校教育課長にお聞きしますが、このナガ市さんとの協定を結ぶ目的と

いうのは、ＡＬＴさんをアチーブゴールから派遣をしてもらう、それが目的でしょ

うか。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝先ほど申しました、来年度も引き続き、外国語の教育を推進す

るために、ＡＬＴの増員を検討しております。増員するに当たりまして、経費も発

生するかと思いますが、協定を結ぶことによりまして、普通交付税の対象となるこ

ともありますので、財政的な負担の軽減が見込めるということもございます。 

○大﨑委員長＝杉山委員。 

○杉山委員＝アチーブゴールさん、少し検索をしましたら、国内のいろんな自治体が

フィリピンのいろんな自治体と協定を結んでいってる。それと、アチーブゴールさ

んからのＡＬＴの派遣というようなことがセットになっているような感じがありま

して、非常に多くのＡＬＴさんを、アチーブゴールさん、派遣をしているんじゃな

いかなというふうに思っています。 

 それで、少し気になるのが、このＡＬＴさんの目的というのは国際交流の発展と

いうことだと思うんですけれども、アチーブゴールさんから派遣されるＡＬＴさん

っていうのは、国籍がフィリピンの方だけのように検索したところ思ったんですが、

そのとおりでしょうか。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝株式会社アチーブゴールのほうから派遣される方については、

フィリピン国内の方でございます。 

○大﨑委員長＝杉山さん。 

○杉山委員＝そうしましたときに、そのフィリピンというのは特に問題はないんです

けれども、国際交流の発展というところで、子どもたちが接するＡＬＴさんはやっ

ぱり多国籍というか、１つの国に偏らないほうがいいのではないかなと思うんです

けれども、今後、この協定を結んで、アチーブゴールさんからの派遣に一部頼ると

いうことになりましたら、そういった国籍が偏るといったような部分には、どう。 

○大﨑委員長＝暫時休憩します。 

 

午後 ０時１２分 休憩 
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午後 ０時１２分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝この協定を結ぶことで、ＡＬＴさんの国籍が偏っていくようなことには

なりませんか。 

○大﨑委員長＝学校教育課長。 

○森光学校教育課長＝先ほども申しましたように、今、本市としましては、６人のＡ

ＬＴがおります。その中におきましては、ＪＥＴプログラムから来てる方４名とい

うことです。これにつきましては、アメリカ国籍の方とかもおられますし、いろん

な方がいます。今後、予算もありますが、各学校とかいろんな面で増員も検討して

おるんですけど、全員がフィリピンからの外国語の指導助手になるということはご

ざいませんので、ある一定は広くいけるかなと思っております。 

○大﨑委員長＝ほかに御意見ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第２２号 須崎市議会のＹｏｕＴｕｂｅ配信について 

 

○大﨑委員長＝続きまして、９月定例会で継続審査になっておりました陳情第２２号

須崎市議会のＹｏｕＴｕｂｅ配信についてを議題といたします。 

 なお、本陳情におきましては、１１月１４日開催の議会改革調査特別委員会での

審議結果は、全会一致で不採択となっております。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いします。 

 杉山委員。 

○杉山委員＝私、議会改革調査特別委員会の結果は不採択ということで、傍聴もさせ

ていただきました。いろいろなやはり切り抜きとか、そういった懸念があるという

ことで、法整備も追いついていない、もっともな御意見もありましたけれども、し

かしながら、今のこういったＩＣＴが普及していってる中で、情報を得る手段とい

うのがインターネットが大きな比重を占めている。特に若い世代は多いと思います。 
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 今、若者の政治離れとか政治不信とかいろいろありますけれども、関心を持って

いただくことで、市政に寄せていただける御意見というのは非常に幅広くなると思

うので、私はやっぱり市議会について知ってもらうためには、今、もしそういった

閲覧数が少ないとかという議論もありましたけれども、たとえ少なかったとしても、

欲しい方が見れる場所、インターネット上にそういった市議会の議論がいつでも見

られるっていうことで見ていただける方が増えていくのは、すごくいいことだと思

います。 

 なお、今のこの現状でしたら、傍聴に来られるかケーブルテレビで視聴するしか

ないんですけれども、なかなか現役の方というのはお仕事されてるので、傍聴は難

しかったり、ケーブルテレビも契約をされてない方も少なくない割合いらっしゃる

と思いますので、傍聴があり、ケーブルテレビ配信があり、インターネット配信が

あるっていういろいろな媒体で市議会のことを知っていただける、そういったこと

にはぜひ市議会として取り組んでいきたいと思いますので、いろいろな懸念ありま

すけれども、多くの自治体がこのネット配信に踏み切っている現状もありますので、

やりたいです。 

○大﨑委員長＝じゃあ、賛成でね。 

○杉山委員＝賛成です。 

○大﨑委員長＝ほかに御意見ありませんか。 

 山本委員。 

○山本委員＝私は反対の立場で意見しますが、そもそもユーチューブというものは再

生数に対してお金が入るという仕組みで成り立っておりまして、一定の条件があり

ますけど、そういった中で視聴数を稼いでいくという行為が、当然システムの中に

ありまして、そういった以上、そのまま伝えるという公平なメディアというふうに

は私は捉えておりません。 

 そういった中で、数々の切り抜き動画とか短い中で、特定の部分だけを切り抜い

て印象を、みんなが真実か真実ではないけど、みんなが聞きたいこととして使われ

るとか、そういう正しく伝わらないことが極めて多くなってきて、それから、具体

的なことは言いませんけど、高知県内でもいろいろな捉え方をされている動画もご

ざいますので、一定、インターネットによる時間の制限を受けない視聴というのは、

非常に大事なことだと思います。従来のテレビ番組とか、何時からやるというのに

自分の生活を合わさないかんというがが、合わないライフスタイルの方も増えてき

ているとは思いますけど、このユーチューブっていう媒体に関しては、そういう議

会を中継というか、議会を配信するに当たっては不適切な媒体だというふうに私は

考えております。以上です。 

○大﨑委員長＝ほかにありませんか。 

 松田委員。 
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○松田委員＝僕も反対の立場で、まず結論から言うと、体制が十分でない中で配信す

るのは時期尚早だと思います。ユーチューブの配信なりネットでの配信というのは、

今後、整備していって、ちゃんとどこの市町村でも体制ができていくなら、須崎市

も当然、取り組んでいかないかんという、開かれた議会という部分では展開はして

いかんといかんと思いますが、今の段階では体制が十分でない。理由としてはその

まんま、例えばこの開会、閉会、一般質問、委員会、全部ユーチューブにそのまま

ケーブルテレビさんから情報をもらったものを、そのままユーチューブに議会事務

局が預かって責任を持って流しますといって、じゃあ、それに意見がどんどん出て

きたときに、誰が返すのっていうことも議会改革調査特別委員会の中でもやっぱり

議論があったように、その体制ができてない中では配信すべきではないと思います

ので、反対をしたいと思います。 

○大﨑委員長＝ほかにないでしょうかね。 

 今、現段階では、このユーチューブ配信については賛成という意見と、あと、反

対という意見が出ておりますが。 

 暫時の間、休憩します。 

 

午後 ０時２０分 休憩 

午後 ０時２０分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、この陳情第２２号につきまして、挙手による採決をいたします。 

 本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○大﨑委員長＝挙手少数であります。よって、本陳情は、不採択とすべきものと決し

ました。 

 以上、よろしいですかね。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  その他 

 

○大﨑委員長＝大分時間も迫ってきましたが、その他の件につきまして、連絡をした

いと思います。 

 管内視察についてを議題といたします。 

 まず、管内視察を実施するかどうかをお諮りいたします。 
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  〔「行きましょう」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝暫時の間、休憩します。 

 

午後 ０時２１分 休憩 

午後 ０時２４分 再開 

 

○大﨑委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 まず、管内視察につきましては実施すると。実施場所につきましては、事務局の

案、あと、松田委員からも出ました案を基に、日程につきましては正副委員長で調

整させていただいて、また後日、２案、３案をつくってみて、皆さんにお諮りした

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで当委員会で審議すべき議案は全て終了いたしましたが、ほかに何かありま

せんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大﨑委員長＝なければ、以上で総務文教委員会を散会いたします。どうもお疲れさ

までした。 

 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○午後 ０時２５分 散会 


